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会 社 概 要
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売 上 高

121億円

上 場 区 分

東京証券取引所
スタンダード市場

（証券コード7196）

資 本 金

16億円

株 式 会 社 C a s a会社名

東 京 都 新 宿 区 ⻄ 新 宿 2 - 6 - 1 新 宿 住 友 ビ ル 3 0 階所在地

家 賃 債 務 保 証 事 業 /  養 育 費 保 証 事 業事業内容

家 賃 債 務 保 証 業 国 土 交 通 大 臣 （ 2 ） 第 2 1 号
宅 地 建 物 取 引 業 東 京 都 知 事 （ 2 ） 第 9 7 4 5 9 号登録番号

東 京 本 社 /  札 幌 /  仙 台 /  宇 都 宮 /  高 崎 /  立 川 /
千 葉 /  横 浜 /  さ い た ま /  静 岡 / 名 古 屋 /  京 都 /
大 阪 /  岡 山 /  広 島 /  高 松 /  福 岡

事業拠点

東 京 本 社
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業 務 内 容 （ 養 育 費 相 談 室 ）
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① 離婚の相談

② 養育費の相談

③ 公的支援制度の案内

④ 食料支援

⑤ 就労支援

⑥ 養育費保証サービス
の提供

⑦ その他

① ⺠間賃貸物件のお部屋探し

② 不動産店への同行・内見・契約時の立会い等

③ 保証人が不在になった際の保証サービス付帯

④ 法人の緊急連絡先の紹介・交渉等

⑤ 渋谷区営住宅入居希望者への保証サービス付帯

⑥ その他（公的支援制度の案内等）

① 住替えの相談

② 緊急連絡先の相談

③ 初期費用の交渉

④ お部屋探し

⑤ 不動産店への同行等

養 育 費 相 談 室

相 談 業 務 物 件 紹 介 業 務 居 住 支 援 活 動

Casa 東京本社 養育費相談室
TEL：0120-97-5501
Mal：life-support@casa-inc.co.jp
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⺠ 間 賃 貸 物 件 の お 部 屋 探 し
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⺠ 間 賃 貸 物 件 の お 部 屋 探 し （ 事 例 ： 相 談 者 ）
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【事例：相談者】
① 電話相談 ： フリーダイヤル（0120-97-5501 ）への入電

② メール相談： CasaのHP 「入居者さま向けサービス」への問合せ

https://casa-inc.co.jp/service/user/
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⺠ 間 賃 貸 物 件 の お 部 屋 探 し （ 事 例 ： ⾃ 治 体 ）

6

【事例：港区役所】 ※ 相談協力店に依頼書を送付
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⺠ 間 賃 貸 物 件 の お 部 屋 探 し （ 事 例 ： 支 援 団 体 ）
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【事例：支援団体】
① 電話相談 ： フリーダイヤル（0120-97-5501 ）への入電

② メール相談： CasaのHP 「入居者さま向けサービス」への問合せ

https://casa-inc.co.jp/service/user/
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住替支援：成功事 例
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68歳 男性
単身入居

東京都在住

・介護事業者より相談あり。対象者は、筋萎縮性側索硬化症
（指定難病2）の障がい者で寝たきり。離婚のため、部屋を探し中
・介護事業者が24時間365日訪問の介護をしている
・電話不所持のため、連絡は相談者の息子または介護担当者
・相談者と現事業者との関係継続希望のため、事業者担当区域希望

相談者 相談内容 結果

弊社取引先に連絡したところ、
お部屋探しを手伝うとの回答。
介護事業者が不動産店と一緒に
内見し、即日入居申し込み。
入居審査可決により、支援終了。

48歳 女性
4人入居

東京都在住

・相談者の両親より対象者（娘）について相談あり。
・夫と2人で入居していたが離婚し、夫は現住居を転居済。
・対象者（娘）は知的障害があり、収入がなく就業も難しいため、

生活保護を申請し、転居予定。
・転居費用は両親が負担する予定とのことだが、保証会社の審査が

通らず、困っている。

弊社の取引先に連絡し、物件の紹
介を依頼。取引先より、来店を勧
められ、来店。他社の保証サービ
スが付帯された物件を気に入り、
入居申込、審査可決。
入居が決定し、支援終了。

46歳 女性
単身入居

神奈川県在住

・高1、小5の子供有、夫のモラハラ・経済的DVにより家庭内別居中。
・現在の賃貸物件が、貸主の都合で4ヶ月以内に退去が必要。
・退去を機に夫との別居を検討中で弁護士と婚姻費用等の相談中。
・半年前に手術をしたばかりで、現在はまだフルタイムで働けず、

4か月前から派遣で勤務、手取り約11万円。

弊社の取引先に連絡し、弊社の
保証サービス付帯可能な物件を
紹介してもらい、内見に同行、
入居の申込み。
オーナー審査も可決し、入居決定。

36歳 女性
単身入居

神奈川県在住

・相談者より入電。知的障がいあり、生活保護受給中。
・連帯保証人とトラブルあり、賃貸契約の連保の更新を拒否される。
・不動産会社から、連保不在なら退去するよう通知される。
・保護課のケースワーカーに相談したら、転居の許可は得られるも

転居先が見つからず、困っている。

弊社の取引先に連絡し、弊社の
保証サービス付帯可能な物件を
紹介してもらうも、相談者が居住継
続を希望。現オーナーに弊社利用を
折衝し承諾、居住継続入居決定。
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住替支援：失敗事 例
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48歳 男性
単身入居

神奈川県在住

・不安障害があり、会話もやや困難。
・NPO法人に同行をお願いし、生活保護を申請、受給中。
・役所より転居するよう指導され、⾃身で部屋探しをしていたが、

精神疾患の話をすると紹介物件が無いと全て断られた。
・○○市内での部屋探しを手伝ってほしい。

相談者 相談内容 結果

・精神疾患（うつ病）になり退職、生活保護受給中。
・現在、入居している物件は住宅扶助額を超えているため、

役所より転居するよう指導されているが、自身で部屋探しを
するのは精神的に負担が大きくて困っている。

・○○市内での部屋探しを手伝ってほしい。

市内の不動産会社に「生活保護」
「精神疾患」だが申込可能かネット
（メール）で問合せ続けた結果、
どこも相手にしない状況になり、
友人宅に一時避難、以降音信不通。

65歳 男性
単身入居

千葉県在住

物件を紹介するも体調不良を理由に
メールや電話の返信が遅延。
現住居に訪問し、不動産店への同行を
提案するも体調不良を理由に拒否。
部屋探しの意思なく、支援終了。

89歳 男性
単身入居

東京都在住

年齢不詳 男性
単身入居

東京都在住

・年金生活で、収入は月約15万円。
・現在、高利貸しへの借金返済で精神的に追い込まれており、

自称精神疾患（うつ病）。
・ここ最近、家賃を滞納中で、貸主から退去するよう催促されて

いる。

建物明渡訴訟で強制執行が確定。
債務の整理と自立支援施設入所を
提案するも音信不通になり、支援
終了。

・精神疾患で収入なく、生活保護を受給中。
・保護課のケースワーカーより転居指導を受け部屋を探しているが、

過去に家賃滞納など一度もしたことが無いにも関わらず、不動産店
で門前払いを受け大変困っている。

・○○区内での部屋探しを手伝ってほしい。

賃貸契約では、電話連絡先と緊急
連絡先の確保が必須と伝え、半年間
経過するも両方とも確保できず。
メールを送信するも音信不通になり、
支援終了。
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Appendix
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商 品 ス ペ ッ ク
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⺠ 間 賃 貸 住 宅

前月27日（前月末銀行営業日に貸主へ着金）口 座 振 替 日■電話連絡先がある方
■緊急連絡先がある方（行政、社会福祉法人等可）申 込 条 件

550円（税込）／月 （口座振替時に家賃と一緒に引落）決 済 手 数 料
■月額賃料（家賃、共益費、駐車場代、他固定費）
■変動費（賃貸人負担の固定費に限る）
■契約解除から明渡しまでの賃料相当損害金
■早期解約違約金
■原状回復費用
■更新料（月額賃料の2ヶ月分上限／回）
■残置物の搬出・処分費用（実費相当額）
■明渡訴訟等にかかる法的費用（実費相当額）

保 証 内 容

■早期解約による違約金
■退去予告義務違反の場合における違約金等
■所定の賃料変更、滞納連絡を怠った場合の経過賃料
■戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
■火災、ガス爆発、自殺等賃借人の故意過失による損害
■遅延損害金
■変動費（賃借人負担のもの）

免 責 事 項

■代位弁済請求型の商品あり

■駐車場追加時は、駐車場代の50％が追加保証料として必要

■契約者死亡時は、死亡時点までの賃料を日割りで保証

■明渡訴訟等にかかる法的費用は、極度額に含まず別途保証

■契約者が室内で亡くなった場合の事故保険が付帯

■契約者死亡時の残置物の処理に関する死後事務委託契約を含む

備 考

入居から退去明渡しまで保 証 期 間

月額賃料の24ヶ月分保 証 極 度 額

月額賃料の50％（最低保証料20,000円）初 回 保 証 委 託 料

増額分の50％
（契約時賃料より30,000円増額および駐車場追加時）追 加 保 証 料

毎年10,000円年 間 保 証 委 託 料

合算で月額賃料2ヶ月分上限
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孤 独 死 保 険
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① 家賃損失、② 原状回復費用、③ 事故対応費用、
④ 空室期間短縮費用に対して保険金が支払われます。
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残 置 物 の 処 理 等 に 関 す る モ デ ル 契 約 条 項
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① 賃貸借契約の解除、② 残置物の処理に
関する死後事務委託契約が含まれています。
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住替支援：法人の 緊 急連 絡 先の 例
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１．行政関連
・ 市区町村の「生活保護課」（所在地、課の代表番号を緊急連絡先として登録）

・ 市区町村の担当部署（高齢者支援課、子育て支援課等、課の所在地、代表番号を緊急連絡先として登録）

・ 介護事業所、地域包括支援センター（所在地、課の代表番号を緊急連絡先として登録）

・ 社会福祉協議会（後見人制度利用者等のため、利用は限定的）

２. 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など

・緊急連絡先センター （東京都品川区⻄五反⽥3-2-13）
費用：年間2,000円
https://www.jigyou-kyoukai.org/pages/18/

・全国緊急連絡先受付センター （東京都練馬区中村北2-18-18）
費用：年間5,000円（初回及び2年毎に更新料5,000円）
https://komasapo.com/phone.html

・一般社団法人みんなのプライド（東京都葛飾区高砂3-12-16 ソレイユMOMO 1F）
費用：年間14,000円
https://minpra.jp/

・認定NPO法人もやい（東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F）
費用：2,400円／2年
https://www.npomoyai.or.jp/


